
定　　　　　　　款

協 同 組 合 近 畿 整 骨 師 会



（ 目　　的 ）

（ 名　　称 ）

（ 地　　区 ）

（ 規　　約 ）

（ 事　　業 ）

第（ ３ ） 組 合 員 の 福 利 厚 生 に 関 す る 事 業あああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ４ ） 前 各 号 の 事 業 に 附 帯 す る 事 業あああああああああああああああああああああああああああああああ

第 １６ 条 こ の 定 款 で 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 規 約 で 定 め る 。ああああああああああ

第 ２ 章　　事　　業

第 １７ 条 本 組 合 は 、 第 １ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。あああああああああああ

第（ １ ） 組 合 員 の 必 要 と す る 医 療 機 器 、 衛 生 資 材 、 事 務 機 器 及 び 消 耗 品 の 共 同 購 買あああ

第（ ２ ） 組 合 員 の 事 業 に 関 す る 経 営 及 び 技 術 の 改 善 向 上 又 は 組 合 事 業 に 関 す る 知 識 の

第（ ２ ）普 及 を 図 る た め の 教 育 及 び 情 報 の 提 供あああああああああああああああああああああああああああ

第 １３ 条 本 組 合 の 地 区 は 、 和 歌 山 県 、 大 阪 府 並 び に 奈 良 県 の 区 域 と す る 。ああああああああ

（ 事 務 所 の 所 在 地 ）

第 １４ 条 本 組 合 は 、 事 務 所 を 和 歌 山 市 に 置 く 。あああああああああああああああああああああああああ

（ 公 告 の 方 法 ）

第 １５ 条 本 組 合 の 公 告 は 、 本 組 合 の 掲 示 場 に 掲 示 し て す る 。 た だ し 解 散 に 伴 う 債 権 者

第 １に 対 す る 公 告 は 官 報 に 掲 載 し て す る 。あああああああああああああああああああああああああああああ

協 同 組 合   近 畿 整 骨 師 会 　 定 款

第 １ 章　　総　　則

第 １１ 条 本 組 合 は 、 組 合 員 の 相 互 扶 助 の 精 神 に 基 づ き 、 組 合 員 の た め に 必 要 な 共 同 事

第 １業 を 行 い 、 も っ て 組 合 員 の 自 主 的 な 経 済 活 動 を 促 進 し 、 か つ 、 そ の 経 済 的 地 位 の 向 上

第 １を 図 る こ と を 目 的 と す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 １２ 条 本 組 合 は 、 協 同 組 合 近 畿 整 骨 師 会 と 称 す る 。ああああああああああああああああああああ
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（ 加　　入 ）

第 ２い 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あ

第（ ５ ）　　暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る と 認 め ら れ る 者ああああああ

第（ １ ）の 他 こ れ ら に 準 ず る 者 （ 以 下 「 暴 力 団 員 等 」 と い う 。 ）あああああああああああああああああああ

第（ ２ ） 暴 力 団 員 等 が 実 質 的 に 運 営 を 支 配 又 は 運 営 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 者あああ

第（ ３ ） 暴 力 団 員 等 を 不 当 に 利 用 し て い る と 認 め ら れ る 者あああああああああああああああああああ

第（ ４ ）と 認 め ら れ る 者ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ １ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力

第 １１ 条 死 亡 し た 組 合 員 の 相 続 人 で 組 合 員 た る 資 格 を 有 す る 者 の １ 人 が 相 続 開 始 後 ３

第 １０ 日 以 内 に 加 入 の 申 出 を し た と き は 、 前 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 相 続 開 始 の と き に

第 １組 合 員 に な っ た も の と み な す 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 前 項 の 規 定 に よ り 加 入 の 申 出 を し よ う と す る 者 は 、 他 の 相 続 人 の 同 意 書 を 提 出 し な

第 ２け れ ば な ら な い 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

（ 自 由 脱 退 ）

第 ２● 本 組 合 は 、 加 入 の 申 込 み が あ っ た と き は 、 理 事 会 に お い て そ の 諾 否 を 決 す る 。あああ

（ 加 入 者 の 出 資 払 込 み ）

第 １０ 条 前 条 第 １ 項 の 承 諾 を 得 た 者 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 引 き 受 け よ う と す る 出 資 の 全 額

第 １の 払 込 み を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 持 分 の 全 部 又 は 一 部 を 承 継 す る こ と に よ る

第 １場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああ

（ 相 続 加 入 ）

第（ １ ） 柔 道 整 復 師 法 第 ３ 条 に よ る 免 許 を 受 け 柔 道 整 復 師 業 を 行 う 事 業 者 又 は あ ん 摩 マ

第（ １ ）ッ サ ー ジ 指 圧 師 、 は り 師 、 き ゅ う 師 等 に 関 す る 法 律 第 １ 条 に よ る 、 は り 師 免 許 又 は き

第（ １ ）ゅ う 師 免 許 を 受 け 、 は り 業 又 は き ゅ う 業 を 行 う 事 業 者 で あ る こ と 。ああああああああああああ

第（ ２ ） 組 合 の 地 区 内 に 事 業 場 を 有 す る こ と 。ああああああああああああああああああああああああああ

第 １９ 条 組 合 員 た る 資 格 を 有 す る 者 は 、 本 組 合 の 承 諾 を 得 て 、 組 合 に 加 入 す る こ と が で

第 １き る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の 一 に 掲 げ る 者 は 、 組 合 員 に な る こ と が で き な

第（ １ ）員 で な く な っ た 時 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者 、 暴 力 団 準 構 成 員 、 暴 力 団 関 係 企 業 、 そ

第（ ４ ） 暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 等 を 提 供 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど の 関 与 を し て い る

第（ １ ）団 （ 以 下 「 暴 力 団 」 と い う 。 ） 、 暴 力 団 の 構 成 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） 、 暴 力 団

第 ３ 章　　組　　合　　員

（ 組 合 員 の 資 格 ）

第 １８ 条 本 組 合 の 組 合 員 た る 資 格 を 有 す る 者 は 、 次 の 各 号 の 要 件 を 備 え る 小 規 模 の 事

第 １業 者 と す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
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（ 除　　名 ）

第（ ２ ） 事 業 の 一 部 を 廃 止 し た と きあああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ３ ） そ の 他 特 に や む を 得 な い 理 由 が あ る と きあああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 本 組 合 は 、 前 項 の 請 求 が あ っ た と き は 、 理 事 会 に お い て 、 そ の 諾 否 を 決 す る 。あああ

第 ２● 前 項 の 経 費 の 額 、 そ の 徴 収 の 時 期 及 び 方 法 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 総 会 に お い て 定

第 ２め る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

（ 出 資 口 数 の 減 少 ）

第 １７ 条 組 合 員 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 事 業 年 度 の 終 り に お い て そ の 出

第 １資 口 数 の 減 少 を 請 求 す る こ と が で き る 。ああああああああああああああああああああああああああああ

第（ １ ） 事 業 を 休 止 し た と きああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 １５ 条 本 組 合 は 、 そ の 行 う 事 業 に つ い て 使 用 料 又 は 手 数 料 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

第 ２● 前 項 の 使 用 料 又 は 手 数 料 は 、 規 約 で 定 め る 額 又 は 率 を 限 度 と し て 、 理 事 会 で 定 め

第 ２る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

（ 経 費 の 賦 課 ）

第 １６ 条 本 組 合 は 、 そ の 行 う 事 業 の 費 用 （ 使 用 料 又 は 手 数 料 を も っ て 充 て る べ き も の を

第 １除 く 。 ） に 充 て る た め 、 組 合 員 に 経 費 を 賦 課 す る こ と が で き る 。ああああああああああああああ

（ 脱 退 者 の 持 分 の 払 い も ど し ）

第 １４ 条 組 合 員 が 脱 退 し た と き は 、 組 合 員 の 本 組 合 に 対 す る 出 資 額 （ 本 組 合 の 財 産 が

第 １出 資 の 総 額 よ り 減 少 し た と き は 、 当 該 出 資 額 か ら 当 該 減 少 額 を 各 組 合 員 の 出 資 額 に

第 １応 じ て 減 額 し た 額 ） を 限 度 と し て 持 分 を 払 い も ど す も の と す る 。 た だ し 、 除 名 に よ る 場

第 １合 は 、 そ の 半 額 と す る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

（ 使 用 料 又 は 手 数 料 ）

第 １通 知 し 、 か つ 、 総 会 に お い て 、 弁 明 す る 機 会 を 与 え る も の と す る 。ああああああああああああ

第（ １ ） 長 期 間 に わ た っ て 本 組 合 の 事 業 を 利 用 し な い 組 合 員あああああああああああああああああ

第（ ２ ） 出 資 の 払 込 み 、 経 費 の 支 払 い そ の 他 本 組 合 に 対 す る 義 務 を 怠 っ た 組 合 員ああああ

第（ ３ ） 本 組 合 の 事 業 を 妨 げ 、 又 は 妨 げ よ う と し た 組 合 員あああああああああああああああああああ

第（ ４ ） 本 組 合 の 事 業 の 利 用 に つ い て 不 正 の 行 為 を し た 組 合 員あああああああああああああああ

第（ ６ ） 第 ８ 条 第 ２ 項 各 号 の 一 に 該 当 す る 組 合 員ああああああああああああああああああああああああ

第（ ５ ）　　犯 罪 そ の 他 信 用 を 失 う 行 為 を し た 組 合 員あああああああああああああああああああああああああ

第 １２ 条 組 合 員 は 、 あ ら か じ め 組 合 に 通 知 し た う え で 、 事 業 年 度 の 終 り に お い て 脱 退 す

第 １る こ と が で き る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 前 項 の 通 知 は 、 事 業 年 度 の 末 日 の ９ ０ 日 前 ま で に 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 で し な け

第 ２れ ば な ら な い 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 １３ 条 本 組 合 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 組 合 員 を 除 名 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

第 １に お い て 、 本 組 合 は 、 そ の 総 会 の 会 日 の １ ０ 日 前 ま で に 、 そ の 組 合 員 に 対 し そ の 旨 を
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（ 届　　出 ）

（ 過 怠 金 ）

（ 出 資 １ 口 の 金 額 ）

（ 出 資 の 払 込 み ）

（ 延 滞 金 ）

（ 持　　分 ）

第 ２％ の 割 合 で 延 滞 金 を 徴 収 す る こ と が で き る 。あああああああああああああああああああああああああ

第 ２３ 条　　　組 合 員 の 持 分 は 、 本 組 合 の 正 味 財 産 に つ き 、 そ の 出 資 口 数 に 応 じ て 算 定 す る 。

第 ２● 持 分 の 算 定 に 当 っ て は 、 １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 は 切 り 捨 て る も の と す る 。ああああああああ

第 ４ 章　　出 資 及 び 持 分

第 ２０ 条 出 資 １ 口 の 金 額 は 、 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 と す る 。あああああああああああああああああああああああ

第 ２但 し 、 本 組 合 の 組 合 員 は 、 出 資 ３ 口 以 上 を 有 し な け れ ば な ら な い 。あああああああああああ

第 ２１ 条 出 資 は 、 一 時 に 全 額 を 払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。あああああああああああああああああ

第 ２２ 条 本 組 合 は 、 組 合 員 が 使 用 料 、 手 数 料 、 経 費 、 過 怠 金 そ の 他 本 組 合 に 対 す る 債

第 ２務 を 履 行 し な い と き は 、 履 行 の 期 限 の 到 来 し た 日 の 翌 日 か ら 履 行 の 日 ま で 年 利 １ ４ ． ６

第 １９ 条 本 組 合 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 組 合 員 に 対 し 、 総 会 の 議 決 に よ り 、 過 怠

第 １金 を 課 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、本 組 合 は 、 そ の 総 会 の 会 日 の １ ０ 日 前 ま

第 １で に 、 そ の 組 合 員 に 対 し て そ の 旨 を 通 知 し 、 か つ 、 総 会 に お い て 、 弁 明 す る 機 会 を 与

第 １え る も の と す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ １ ） 第 １ ３ 条 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 行 為 の あ っ た 組 合 員あああああああああああああ

第（ ２ ） 前 条 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 組 合 員ああああああああああああ

第 １れ ば な ら な い 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ １ ） 氏 名 及 び 名 称 （ 法 人 た る 組 合 員 に あ っ て は 、 名 称 及 び そ の 代 表 者 名 ） 又 は 事 業

第（ １ ）を 行 う 場 所 を 変 更 し た と きあああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ２ ） 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 休 止 し 、 若 し く は 廃 止 し た と きあああああああああああああああああ

第（ ３ ） 資 本 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 を 超 え 、 か つ 、 常 時 使 用 す る 従 業 員 の

第（ ３ ）数 が ５ ０ 人 を 超 え た と きあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ３● 出 資 口 数 の 減 少 に つ い て は 、 第 １ ４ 条 （ 脱 退 者 の 持 分 の 払 い も ど  し ） の 規 定 を 準 用

第 ３す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 １８ 条 組 合 員 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 ７ 日 以 内 に 本 組 合 に 届 け 出 な け
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（ 役 員 の 定 数 等 ）

（ 役 員 の 任 期 ）

（ 員 外 役 員 ）

（ 監 事 の 職 務 ）

第 ５理 事 の う ち か ら そ の 代 理 者 又 は 代 行 者 １ 人 を 定 め る 。ああああああああああああああああああああ

第 ２● 理 事 長 は 、 本 組 合 を 代 表 し 、 本 組 合 の 業 務 を 執 行 す る 。あああああああああああああああああ

第 ３● 副 理 事 長 は 、 理 事 長 を 補 佐 し 、 理 事 長 が 事 故 又 は 欠 員 の と き は あ ら か じ め 理 事 会 に

第 ３お い て 定 め た 順 位 に し た が い 、 そ の 職 務 を 代 理 し 、 又 は 代 行 す る 。あああああああああああ

第 ４● 専 務 理 事 は 、 理 事 長 及 び 副 理 事 長 を 補 佐 し て 本 組 合 の 常 務 を 執 行 し 、 理 事 長 及 び

第 ４副 理 事 長 が と も に 事 故 又 は 欠 員 の と き は そ の 職 務 を 代 理 し 、 又 は 代 行 す る 。ああああああ

第 ５● 理 事 長 、 副 理 事 長 及 び 専 務 理 事 が と も に 事 故 又 は 欠 員 の と き は 、 理 事 会 に お い て 、

第 ４就 任 す る ま で な お 役 員 と し て の 職 務 を 行 う 。ああああああああああああああああああああああああああ

第 ２６ 条 役 員 の う ち 、 組 合 員 又 は 組 合 員 た る 法 人 の 役 員 で な い 者 は 、 理 事 に つ い て は １

第 ２人 を 超 え る こ と が で き な い 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

（ 理 事 長 、 副 理 事 長 及 び 専 務 理 事 の 選 任 及 び 職 務 ）

第 ２７ 条 理 事 の う ち １ 人 を 理 事 長 、 ２ 人 を 副 理 事 長 、 １ 人 を 専 務 理 事 と し 、 理 事 会 に お い

第 ２て 選 任 す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 補 欠 （ 定 数 の 増 加 に 伴 う 場 合 の 補 充 を 含 む 。 ） の た め に 選 出 さ れ た 役 員 の 任 期 は 、

第 ２現 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ３● 理 事 又 は 監 事 の 全 員 が 任 期 満 了 前 に 退 任 し た 場 合 に お い て 、 新 た に 選 出 さ れ た 役

第 ３員 の 任 期 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 任 期 と す る 。あああああああああああああああああああああああああ

第 ４● 任 期 の 満 了 又 は 辞 任 に よ っ て 退 任 し た 役 員 は 、 そ の 退 任 に よ り 、 前 条 に 定 め た 理 事

第 ４又 は 監 事 の 定 数 の 下 限 の 員 数 を 欠 く こ と と な っ た 場 合 に は 、 新 た に 選 出 さ れ た 役 員 が

第（ ２ ） 監 事 １ 人 又 は ２ 人ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２５ 条 役 員 の 任 期 は 、 次 の と お り と す る 。あああああああああああああああああああああああああああ

第（ １ ） 理 事 ２ 年 又 は 就 任 後 ２ 年 以 内 の 最 終 の 決 算 期 に 関 す る 通 常 総 会 の 終 結 時 ま

第（ １ ）で の い ず れ か 短 い 期 間あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ２ ） 監 事 ２ 年 又 は 就 任 後 ２ 年 以 内 の 最 終 の 決 算 期 に 関 す る 通 常 総 会 の 終 結 時 ま

第（ ２ ）で の い ず れ か 短 い 期 間あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 第 ８ 条 第 ２ 項 各 号 の 一 に 該 当 す る 者 は 、 役 員 と な る こ と が で き な い 。あああああああああ

第 ５ 章　　役 員 、 顧 問 及 び 職 員

第 ２４ 条 役 員 の 定 数 は 、 次 の と お り と す る 。あああああああああああああああああああああああああああ

第（ １ ） 理 事 ７ 人 以 上 １ ９ 人 以 内ああああああああああああああああああああああああああああああああ
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（ 役 員 の 忠 実 義 務 ）

（ 役 員 の 選 挙 ）

（ 役 員 の 報 酬 ）

（ 顧　　問 ）

（ 参 事 及 び 会 計 主 任 ）

（ 職　　員 ）

第 ３２ 条 本 組 合 に 、 顧 問 を 置 く こ と が で き る 。ああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 顧 問 は 、 学 識 経 験 の あ る 者 の う ち か ら 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 理 事 長 が 委 嘱 す る 。あ

第 ３３ 条 本 組 合 に 、 参 事 及 び 会 計 主 任 を 置 く こ と が で き る 。あああああああああああああああああ

第 ２● 参 事 及 び 会 計 主 任 の 選 任 及 び 解 任 は 、 理 事 会 に お い て 決 す る 。あああああああああああ

第 ３４ 条 本 組 合 に 、 参 事 及 び 会 計 主 任 の ほ か 、 職 員 を 置 く こ と が で き る 。あああああああああ

第 ６ 章　　総 会 、 理 事 会 及 び 委 員 会

第 ４推 薦 の 方 法 に よ っ て 行 う こ と が で き る 。あああああああああああああああああああああああああああああ

第 ５● 指 名 推 薦 の 方 法 に よ り 役 員 の 選 挙 を 行 う 場 合 に お け る 被 指 名 人 の 選 定 は 、 そ の 総

第 ５会 に お い て 選 任 さ れ た 選 考 委 員 が 行 う 。ああああああああああああああああああああああああああああ

第 ６● 選 考 委 員 が 被 指 名 人 を 決 定 し た と き は 、 そ の 被 指 名 人 を も っ て 当 選 と す る か ど う か

第 ６を 総 会 に は か り 、 出 席 者 の 全 員 の 同 意 が あ っ た 者 を も っ て 当 選 人 と す る 。あああああああ

第 ３１ 条 役 員 に 対 す る 報 酬 は 、 総 会 に お い て 定 め る 。ああああああああああああああああああああ

第 ２、 本 組 合 の た め 忠 実 に そ の 職 務 を 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。あああああああああああああああ

第 ３０ 条　　　役 員 は 、 総 会 に お い て 選 挙 す る 。ああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 役 員 の 選 挙 は 、 連 記 式 無 記 名 投 票 に よ っ て 行 う 。あああああああああああああああああああああ

第 ３● 有 効 投 票 の 多 数 を 得 た 者 を 当 選 人 と す る 。 た だ し 、 得 票 数 が 同 じ で あ る と き は 、 く じ

第 ３で 当 選 人 を 定 め る 。 ま た 、 当 選 人 が 辞 退 し た と き は 、 次 点 者 を も っ て 当 選 人 と す る 。あ

第 ４● 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 役 員 の 選 挙 は 、 出 席 者 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 指 名

第 ２８ 条 監 事 は 、 何 時 で も 、 会 計 の 帳 簿 及 び 書 類 の 閲 覧 若 し く は 謄 写 を し 、 又 は 理 事 及

第 ２び 参 事 、 会 計 主 任 そ の 他 の 職 員 に 対 し て 会 計 に 関 す る 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。ああ

第 ２● 監 事 は 、 そ の 職 務 を 行 う た め 特 に 必 要 が あ る と き は 、 組 合 の 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を

第 ２調 査 す る こ と が で き る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２９ 条 理 事 及 び 監 事 は 、 法 令 、 こ の 定 款 及 び 規 約 の 定 め 並 び に 総 会 の 決 議 を 遵 守 し
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（ 総 会 の 招 集 ）

（ 総 会 招 集 の 手 続 ）

第（ １ ） 借 入 金 残 高 の 最 高 限 度あああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ２ ） そ の 他 理 事 会 に お い て 必 要 と 認 め る 事 項ああああああああああああああああああああああああ

（ 総 会 の 議 事 録 ）

第 ４２ 条　　　総 会 の 議 事 録 は 、 議 長 及 び 出 席 し た 理 事 が 作 成 し 、 こ れ に 署 名 す る も の と す る

第 ４。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 前 項 の 議 事 録 に は 、 少 な く と も 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。あああああ

（ 緊 急 議 案 ）

第 ４０ 条 総 会 に お い て は 、 出 席 し た 組 合 員 （ 書 面 又 は 代 理 人 に よ り 議 決 権 又 は 選 挙 権

第 ４を 行 使 す る 者 を 除 く 。 ） の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 を 得 た と き に 限 り 、 第 ３ ６ 条 の 規 定 に よ り

第 ４あ ら か じ め 通 知 の あ っ た 事 項 以 外 の 事 項 に つ い て も 議 案 と す る こ と が で き る 。あああああ

（ 総 会 の 議 決 事 項 ）

第 ４１ 条 総 会 に お い て は 、 法 又 は こ の 定 款 で 定 め る も の の ほ か 、 次 の 事 項 を 議 決 す る 。

第 ３８ 条 総 会 の 議 事 は 、 中 小 企 業 等 協 同 組 合 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に 特 別 の 定 め が あ

第 ３る 場 合 を 除 き 、 総 組 合 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 で 決 す る も の と し

第 ３、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。ああああああああああああああああああああああ

（ 総 会 の 議 長 ）

第 ３９ 条 総 会 の 議 長 は 、 総 会 ご と に 、 出 席 し た 組 合 員 又 は 組 合 員 た る 法 人 の 代 表 者 の

第 ３う ち か ら 選 任 す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ３７ 条 組 合 員 は 、 前 条 の 規 定 に よ り あ ら か じ め 通 知 の あ っ た 事 項 に つ き 、 書 面 又 は 代

第 ３理 人 を も っ て 議 決 権 又 は 選 挙 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 は 、 そ の 組 合 員 の

第 ３親 族 若 し く は 常 時 使 用 す る 使 用 人 又 は 他 の 組 合 員 で な け れ ば 代 理 人 と な る こ と が で き

第 ３な い 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 代 理 人 が 代理 す る こ と が で き る 組 合 員 の 数 は 、 １ 人 と す る 。あああああああああああああああ

（ 総 会 の 議 事 ）

第 ３５ 条 総 会 は 、 通 常 総 会 及 び 臨 時 総 会 と す る 。あああああああああああああああああああああああ

第 ２● 通 常 総 会 は 毎 事 業 年 度 終 了 後 ３ 月 以 内 に 、 臨 時 総 会 は 必 要 が あ る と き は 何 時 で も

第 ２、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 、 理 事 長 が 招 集 す る 。あああああああああああああああああああああああああ

第 ３６ 条 総 会 の 招 集 は 、 会 日 の １ ０ 日 前 ま で に 到 達 す る よ う に 、 会 議 の 目 的 た る 事 項 及

第 ３び そ の 内 容 並 び に 日 時 及 び 場 所 を 記 載 し た 書 面 を 各 組 合 員 に 発 し て す る も の と す る 。

（ 書 面 又 は 代 理 人 に よ る 議 決 権 又 は 選 挙 権 の 行 使 ）
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（ 理 事 会 の 議 長 及 び 議 事 録 ）

第 ４８ 条 理 事 会 に お い て は 、 理 事 長 が そ の 議 長 と な る 。あああああああああああああああああああ

第 ２● 理 事 会 の 議 事 録 に つ い て は 、 第 ４ ２ 条 （ 総 会 の 議 事 録 ） の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場

第 ２合 に お い て 、 同 条 第 ２ 項 第 ５ 号 中 「 （ 可 決 、 否 決 の 別 及 び 賛 否 の 議 決 権 数 ） 」 と あ る の

第 ４６ 条 理 事 は 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 通 知 の あ っ た 事 項 に つ い

第 ４て 、 書 面 に よ り 理 事 会 の 議 決 に 加 わ る こ と が で き る 。あああああああああああああああああああああ

（ 理 事 会 の 議 決 事 項 ）

第 ４７ 条 理 事 会 は 、 法 又 は こ の 定 款 で 定 め る も の の ほ か 、 次 の 事 項 を 議 決 す る 。ああああ

第（ １ ） 総 会 に 提 出 す る 議 案あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ２ ） そ の 他 業 務 の 執 行 に 関 す る 事 項 で 理 事 会 が 必 要 と 認 め る 事 項あああああああああああ

第 ４４ 条 理 事 会 の 招 集 は 、 会 日 の ７ 日 前 ま で に 日 時 及 び 場 所 を 各 理 事 に 通 知 し て す る

第 ４も の と す る 。 た だ し 、 理 事 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、 招 集 の 手 続 を 省 略 す る こ と が で き

第 ４る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

（ 理 事 会 の 議 事 ）

第 ４５ 条 理 事 会 の 議 事 は 、 理 事 の 過 半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 で 決 す る 。あああああああ

（ 理 事 会 の 書 面 議 決 ）

第 ３対 し 、 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し て 、 理 事 会 を 招 集 す べ き こ と を 請

第 ３求 す る こ と が で き る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ４● 前 項 の 請 求 を し た 理 事 は 、 同 項 の 請 求 を し た 日 か ら ５ 日 以 内 に 、 そ の 請 求 の 日 よ り

第 ４２ 週 間 以 内 の 日 を 会 日 と す る 理 事 会 の 招 集 通 知 が 発 せ ら れ な い と き は 、 み ず か ら 理 事

第 ４会 を 招 集 す る こ と が で き る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

（ 理 事 会 招 集 の 手 続 ）

第 ４３ 条 理 事 会 は 、 理 事 長 が 招 集 す る 。あああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 理 事 長 が 事 故 又 は 欠 員 の と き は 、 あ ら か じ め 理 事 会 に お い て 定 め た 順 位 に し た が い

第 ２副 理 事 長 が 、 理 事 長 及 び 副 理 事 長 が と も に 事 故 又 は 欠 員 の と き は 、 専 務 理 事 が 、 理

第 ２長 、 副 理 事 長 及 び 専 務 理 事 が と も に 事 故 又 は 欠 員 の と き は 、 あ ら か じ め 理 事 会 に お い

第 ２て 定 め た 順 位 に し た が い 、 他 の 理 事 が 招 集 す る 。ああああああああああああああああああああああ

第 ３● 前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 理 事 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 何 時 で も 、 理 事 長 に

第（ １ ） 招 集 年 月 日ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ２ ） 開 催 の 日 時 及 び 場 所あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ３ ） 組 合 員 数 及 び そ の 出 席 者 数ああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ４ ） 議 事 の 経 過 の 要 領ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第（ ５ ） 議 案 別 の 議 決 の 結 果 （ 可 決 、 否 決 の 別 及 び 賛 否 の 議 決 権 数 ）ああああああああああああ

（ 理 事 会 の 招 集 ）
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（ 賛 助 会 員 ）

（ 事 業 年 度 ）

（ 法 定 利 益 準 備 金 ）

（ 資 本 準 備 金 ）

（ 特 別 積 立 金 ）

第 ５金 （ た だ し 、 前 期 繰 越 損 失 が あ る 場 合 に は 、 こ れ を て ん 補 し た 後 の 金 額 。 以 下 、 第 ５ ４

第 ５条 及 び 第 ５ ５ 条 に お い て 同 じ 。 ） の １ ０ 分 の １ 以 上 を 法 定 利 益 準 備 金 と し て 積 み 立 て る

第 ５も の と す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 前 項 の 準 備 金 は 、 損 失 の て ん 補 に 充 て る 場 合 を 除 い て は 、 と り く ず さ な い 。あああああ

第 ５３ 条 本 組 合 は 、 減 資 差 益 （ 第 １ ４ 条 た だ し 書 き の 規 定 に よ っ て 払 い も ど し を し な い 金

第 ５額 を 含 む 。 ） は 、 資 本 準 備 金 と し て 積 み 立 て る も の と す る 。あああああああああああああああああ

第 ５す る 者 を 賛 助 会 員 と す る こ と が で き る 。 た だ し 、 賛 助 会 員 は 、 本 組 合 に お い て 、 法 に 定

第 ５め る 組 合 員 に は 該 当 し な い も の と す る 。ああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 賛 助 会 員 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 規 約 で 定 め る 。ああああああああああああああああああああ

第 ８ 章　　会　　計

第 ５１ 条　　　本 組 合 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に 終 る も の と す る 。

第 ５２ 条 本 組 合 は 、 出 資 総 額 に 相 当 す る 金 額 に 達 す る ま で は 、 毎 事 業 年 度 の 利 益 剰 余

（ 委 員 会  ）

第 ４９ 条 本 組 合 は 、 そ の 事 業 の 執 行 に 関 し 、 理 事 会 の 諮 問 機 関 と し て 、 委 員 会 を 置 く こ

第 ４と が で き る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 委 員 会 の 種 類 、 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 は 、 規 約 で 定 め る 。ああああああああああああ

第 ７ 章　　賛 助 会 員

第 ５０ 条 本 組 合 は 、 本 組 合 の 趣 旨 に 賛 同 し 、 本 組 合 の 事 業 の 円 滑 な 実 施 に 協 力 し よ う と

第 ２は 「 （ 可 決 、 否 決 の 別 及 び 賛 否 の 議 決 権 数 並 び に 賛 成 し た 理 事 の 氏 名 及 び 反 対 し た

第 ２理 事 の 氏 名 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。ああああああああああああああああああああああああああああ
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（ 法 定 繰 越 金 ）

（ 配 当 又 は 繰 越 し ）

（ 配 当 の 方 法 ）

（ 損 失 金 の 処 理 ）

（ 職 員 退 職 給 与 の 引 当 ）

第 ５７ 条 前 条 の 配 当 は 、 総 会 の 議 決 を 経 て 、 事 業 年 度 末 に お け る 組 合 員 の 出 資 額 、 若

第 ５し く は 組 合 員 が そ の 事 業 年 度 に お い て 組 合 の 事 業 を 利 用 し た 分 量 に 応 じ て し 、 又 は 事

第 ５業 年 度 末 に お け る 組 合 員 の 出 資 額 及 び 組 合 員 が そ の 事 業 年 度 に お い て 組 合 の 事 業

第 ５を 利 用 し た 分 量 に 応 じ て す る も の と す る 。あああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 事 業 年 度 末 に お け る 組 合 員 の 出 資 額 に 応 じ て す る 配 当 は 、 年 １ 割 を 超 え な い も の と

第 ２す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ３● 配 当 金 の 計 算 に つ い て は 、 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 （ 持 分 ） の 規 定 を 準 用 す る 。ああああああああ

第 ５８ 条 損 失 金 の て ん 補 は 、 特 別 積 立 金 、 法 定 利 益 準 備 金 、 資 本 準 備 金 の 順 序 に し た

第 ５が っ て す る も の と す る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ５９ 条 本 組 合 は 、 事 業 年 度 ご と に 、 職 員 退 職 給 与 に 充 て る た め 、 退 職 給 与 規 程 に 基

第 ５づ き 退 職 給 与 引 当 金 を 引 当 て る も の と す る 。あああああああああああああああああああああああああ

第 ５事 業 年 度 の 利 益 剰 余 金 の ２ ０ 分 の １ 以 上 を 翌 事 業 年 度 に 繰 り 越 す も の と す る 。あああああ

第 ５６ 条 毎 事 業 年 度 の 利 益 剰 余 金 （ 毎 事 業 年 度 末 決 算 に お い て 総 益 金 か ら 総 損 金 を 控

第 ５除 し た 金 額 ） に 前 期 の 繰 越 利 益 又 は 繰 越 損 失 を 加 減 し た も の か ら 、 第 ５ ２ 条 の 規 定 に

第 ５よ る 法 定 利 益 準 備 金 、 第 ５ ４ 条 の 規 定 に よ る 特 別 積 立 金 及 び 前 条 の 規 定 に よ る 法 定 繰

第 ５越 金 を 控 除 し て な お 剰 余 が あ る と き は 、 総 会 の 議 決 に よ り こ れ を 組 合 員 に 配 当 し 、 又

第 ５は 翌 事 業 年 度 に 繰 り 越 す も の と す る 。あああああああああああああああああああああああああああああ

第 ５４ 条 本 組 合 は 、 毎 事 業 年 度 の 利 益 剰 余 金 の １ ０ 分 の １ 以 上 を 特 別 積 立 金 と し て 積 み

第 ５立 て る も の と す る 。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ２● 前 項 の 積 立 金 は 、 損 失 の て ん 補 に 充 て る も の と す る 。 た だ し 、 出 資 総 額 に 相 当 す る

第 ３金 額 を 超 え る 部 分 に つ い て は 、 損 失 が な い 場 合 に 限 り 、 総 会 の 議 決 に よ り 損 失 の て ん

第 ４補 以 外 の 支 出 に 充 て る こ と が で き る 。ああああああああああああああああああああああああああああああ

第 ５５ 条 本 組 合 は 、 第 ７ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 事 業 （ 教 育 情 報 事 業 ） の 費 用 に 充 て る た め 、
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（ 附　　記 ）

２　平成２６年１６月２５日　一部改定

２　平成１９年１８月１１日　一部改定

２　平成２８年１６月１５日　一部改定

２ ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

２　平成１５年１５月２３日　一部改定

２　平成１７年１７月１５日　一部改定

附　　　則

１ 第 設 立 当 時 の 役 員 の 任 期 は 、 第 ２ ５ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 最 初 の 通 常 総 会 の 終 結 時

１ ま で と す る 。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

２ 第 最 初 の 事 業 年 度 は 、 第 ５ １ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 本 組 合 の 成 立 の 日 か ら 平 成 １ １ 年
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